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  平成23年度 新たな組織体制と人事配置について（発表） 

 

 明るい未来のやまなしづくりに向けて、今後取り組むべき重点施策を

着実に推進していくとともに、簡素で効率的な県民にわかりやすい組織と

するために体制を整備する。  

 また、経済・雇用対策をはじめ、産業経済の活性化、安全・安心な県民

生活の確保、環境の保全、教育文化の振興など、重点的に取り組むべき施

策・事業を推進するため、適材を適所に配置する人事異動を行うとともに、

本庁課長級については、行政の継続性を重視する観点から、所属在席２年

を基本とした人事配置を行う。  

 

１ 主な組織改正 

１）リニア交通局の設置 

リニア中央新幹線の早期開業実現とリニアを活用した県土づくり、

衰退している公共交通の再生に本格的に取り組むため、「リニア推進

課」及び「交通政策課」からなる「リニア交通局」を設置し、リニア

関連業務と総合的な交通政策の推進を図る。 

 

２）商工労働部の機能強化と名称変更、産業立地室の廃止 

  経済のグローバル化や新興国の急成長、少子高齢化による内需の停

滞など、我が国の産業経済を取り巻く環境が大きく変化する中で、本

県産業界においても大胆な変革が求められている。 

   こうした中で、県としても県内企業の経営革新等の新たな取り組み

に対する支援を強化する必要があることから、今回の組織再編にあた

り、商工労働部の機能強化を図るとともに、部の名称を「産業労働部」

に変更する。 
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また、今まで以上に組織としての一体感を高め、企業誘致等につい

ても部全体として取り組んでいく体制とするため、産業立地室を廃止

し、産業立地室の下に置かれている課を産業労働部の直轄とした。 

 

３）海外展開・成長分野推進室の設置 

県内中小企業の海外におけるビジネスチャンスの拡大を支援する

とともに、今後の成長が期待できる分野への進出を促進するため、産

業労働部内に「海外展開・成長分野推進室」を設置する。 

 

４）産業政策課、産業集積推進課への課名変更 

産業振興ビジョンに基づく中小企業支援や産業振興施策に関する

総合調整を所管する商工企画課を産業政策課に、企業誘致とともに県

内への産業の集積を推進する役割を担う産業立地推進課を産業集積 

推進課にそれぞれ名称変更する。 

 

５）国民文化祭課の設置 

   平成２５年１月から本県で通年開催される国民文化祭について、オ

ープニングイベントなど県主催事業の推進と市町村主催事業の促進、

さらにＰＲ・誘客活動等広報活動の展開を図るため、準備室から３担

当（「総務企画・広報担当」、「県事業担当」、「市町村事業担当」）

による課に昇格させ、推進体制を強化する。 

  

６）東日本大震災支援対策室の設置 

東日本大震災に係る関係機関との連絡調整や被災者の受け入れ、支

援に係る情報提供等を一元的に行うため、知事政策局内に「東日本大
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震災支援対策室」を設置し、被災者への支援体制を強化する。 

（平成２３年３月２４日設置） 

 

７）こころの発達総合支援センターの設置 

     虐待により、こころに不安を抱える児童や、発達障害の特性によ

り、日常生活に支障を来している成人に対する診療及び支援等を行

うため、福祉プラザ内に｢こころの発達総合支援センター｣を設置す

る。 

 

８）中部横断自動車道推進事務所への名称変更 

   中部横断自動車道の用地取得は約９割が終了し、今後、本体工事に

関連する残土処理場やアクセス道路の工事発注が急務となるため、

「用地事務所」から「推進事務所」に名称変更し、新たに「工務課」

を設置する。 

  

９）峡南建設事務所（身延駐在）の強化 

     峡南建設事務所管内の南部地域（早川町、南部町、旧身延町分）

については、これまで道路、河川砂防の建設を本所が、維持管理を身

延町に駐在する身延管理課が所管してきたが、県民にわかりにくく、

災害時の初動対応の遅れも懸念されるため、身延駐在に「身延道路

課」、「身延河川砂防管理課」を設置し、建設から維持管理までを一

元的に所管することにより、体制の強化を図る。 
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２ 人事配置の主な特徴 

１）現場主義の一層の徹底 

現場での経験を本庁業務に生かし、本庁で立案した政策は現場で

検証するといった現場主義に基づき、本庁における管理部門と現場

部門との交流はもとより、直接県民と接する「現場部門」である出

先機関と本庁との交流を積極的に進め、県民の視点に立った執行体

制の強化を図る。 

 

① 部長級、部次長級職員の本庁と出先機関との交流配置 

出先機関の所長の本庁部長、次長等への配置や、本庁次長級職員

の出先所長等への配置など、本庁と出先機関との間で幹部職員の積

極的な交流配置を行う。 

＜交流配置の例＞ 

・ 東京事務所長→産業労働部長 

・ 出先所長等→森林環境部技監、知事政策局次長、総務部次長 

・ 部次長→中北地域県民センター所長、県民生活センター所長 

 

② 所属長級、出先次長級職員等の本庁と出先機関との交流拡大 

○ 県税の徴収確保対策を一層進めるため、県税事務所の徴収部長

へは引き続き経験豊かな本庁課長（税務課長）から配置し、県民

の安全・安心な暮らしを支える保健福祉事務所や地域県民センタ

ーの所長、消防学校校長へも本庁課長（企画課長、農政総務課長、

営繕課長など）から配置するなど、本庁から出先機関への配置を

積極的に進める。 

○ 現場部門での経験を本庁業務に生かすため、県立病院機構に派

遣していた職員（北病院事務局長）を東日本大震災支援対策室長
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に、富士・東部建設事務所吉田支所次長を総務部企画調整主幹に

登用するなど、出先機関などから本庁への配置を引き続き進め

る。 

また、財政や人事など、本庁における管理部門の業務に精通し

た職員を産業技術短期大学校や中北保健福祉事務所峡北支所の

次長に登用するなど、現場主義に基づく交流配置をより積極的に

推進する。 

＜その他の交流配置の例＞ 

・本庁課長等→峡南、富士・東部の各地域県民センター所長、     

中北、峡東の各保健福祉事務所長など 

・出先所長等→衛生薬務課長、畜産課長、工事検査課長など 

・出先次長等→企画調整主幹、部付主幹など 

 

③ 市町村や民間との人事交流の推進 

市町村現場や異なる組織風土での職務経験を通じ、幅広い視野や

柔軟な思考力を身につけた職員を養成するため、市町村や民間との

人事交流を引き続き積極的に推進する。 

また、市町村での現場経験を本庁業務に生かすため、副市長経験

者を総務部理事（地域振興）や出納局次長に、市建設部長経験者を

下水道課長に登用する。 

＜交流・派遣者数（Ｈ２２→Ｈ２３）＞ 

・市町村：１６名→１３名 

   甲府市、富士吉田市など１０市町（H22 は１２市町） 

  ※副市長等には別に５名（H22 は６名）派遣 

 

２） 女性の積極的登用と職域の拡大 

交通政策課長や企画調整主幹、私学文書課や長寿社会課など重要

課の総括課長補佐への登用など、引き続き女性職員の管理職への登
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用を進める。 

また、県政史上はじめて財政課長へ女性を配置するなど、これま

で女性があまり就いてこなかったポストへも引き続き積極的に配

置し、女性の職域拡大を図る。 

＜女性管理職の数の変化（Ｈ２２→Ｈ２３）＞ 

 【事 務】  ＜計１７名→２１名＞ 

   部次長１→１   課長級７→６   出先次長級０→２  

   総括課長補佐級３→５   学校事務長４→７  

財務審査幹２→０ 

※ 担当課長補佐１５→１１ 

 

【技 術（医師・看護師、教員を除く）】＜計１６名→１３名＞ 

  課長級４→３  本庁監・出先次長級９→７ 

  出先幹級３→３ 

 

＜都道府県で財政課長に女性を配置している例＞ 

  ・佐賀県（財務課長 林俊子） 

 

３） 特命理事や専門監等の設置及び知事補佐官の廃止 

① 特命理事等の配置 

○ 本県観光の一層の振興を図るため、観光部に理事を新たに

設置し、やまなし観光推進機構へ派遣する。 

○  本県の産業振興や県産品の販路拡大に向け、首都圏におけ

る情報発信機能を強化するため、東京事務所に広報官を新たに

設置する。 

 

②  新たな専門監等の設置 

○ 危機事案に備え自衛隊や防災関係機関との連携を深めるた

め、総務部に防災対策専門監を新たに設置し、豊富な経験や
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技術をもつ自衛隊幹部経験者を登用する（平成２３年４月３

日付け採用）。また、防災ヘリの安全運航管理の強化を図る

ため、運航管理監（消防防災課）を設置する。 

○  戦略的に取り組むべき施策・事業を推進するため、世界遺

産推進監、首都圏広報推進監、産業労働部付主幹（やまなし産

業支援機構派遣）、観光部付主幹（やまなし観光推進機構派遣）

などの専門監等を設置する。 

○ 米倉山太陽光発電所建設事業等の円滑な推進を図るため、企

業局に企業理事を新たに設置し、豊富な経験を有する現企業局

長を再任用により登用する。   

＜防災対策専門監＞ 

○ 山 下 憲 美（やました のりよし） ５５歳 

○ 元 陸上自衛隊 幹部学校 戦術第３教官室長（一等陸佐）     

○ 主な経歴 

         ・Ｈ６年４月～     陸上幕僚監部調査部災害情報担当として

阪神淡路大震災に対応 

         ・Ｈ１５年８月～    北部方面隊総監部施設課長として十勝沖

地震・台風による被害に対応 

       ・Ｈ１８年４月～    高田駐屯地司令として中越沖地震による

被害に対応  

       ・Ｈ２０年８月～   第２施設団副団長として宮城県角田市山

林火災（124 ﾍｸﾀｰﾙ）に対応  

 

③  知事補佐官の廃止 

   小児救急医療体制や渋滞対策関連道路の整備など、国中地域

と郡内地域の格差是正に向けた様々な取り組みを４年間にわ

たり重ねる中で、富士・東部地域との連絡調整については十分

な体制が整ったため、知事直轄の知事補佐官（富士・東部地域

担当）を廃止する。                                                    


